
農村災害復旧専門技術者について
農村災害復旧専門技術者とは

農村災害復旧専門技術者（以下「専門技術者」という）は、農地・農業用施設等の災害復旧にかかる一定の知
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識と経験を有し、認定を受けたボランティア技術者です。

各都道府県（以下「各県」という。）の農村防災・災害対応協議会（仮称）（または準備会）（以下「協議会」という。）の定め
により、以下のような活動を行います。

専門技術者の主な活動内容

①農地・農業用施設等の現地被災状況

等の把握に係る支援

②応急対策に係る技術支援 ③災害復旧業務（災害査定に向けた準備

業務）に係る 技術支援

専門技術者の派遣

※大災害時の他都道府県からの応援技術者（都道府県・水土里ネット職員等）への支援

各県農村防災協議会（仮称）
県 市町村 県水土里ネ ト等

災害発生時等に市町村等は、上記のような災害復旧にかかる活動を専門技術者に依頼する際には、各県の協
議会に対し専門技術者の派遣につき紹介を要請する。協議会は要請市町村等に対し要請内容に応じて専門技
術者を紹介する。要請市町村等は紹介された専門技術者と活動内容、活動時期等について調整する。その上で、
専門技術者が派遣されます。
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※大災害時で各県の協議会に登録されている専門技術者

だけでは十分対応できない場合には、当該県の協議会が

近隣各県や他のブロック協議会にも支援協力を依頼します。

専門技術者派遣の留意点

専門技術者の派遣に係る報酬はありません。要請した市町村には原則として派遣に伴い必要となる経費
（ﾎﾞﾗﾝ ﾃｨｱ保険料、交通費（宿泊費）等の実費）を負担していただきます。

専門技術者派遣の留意点

専門技術者の認定・登録
（認定）

※認定事業団体 全国水土里ネット（全国土地改良事業団体連合会）
ＴＥＬ：03-3234-5594 ＦＡＸ：03-3234-5670 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.inakajin.or.jp/ 農村災害復旧情報

専門技術者の認定は、①災害復旧関係業務等にかかる経験年数・回数、②講習会の受講、③小論文の提出を踏まえ
て、学識経験者等で構成される「認定委員会」において認定されます。

（登録）
認定を受けた専門技術者は、各県協議会等に登録されます。


